
 

 

 

1 

今治市公告第２４６号 

 

今治市契約規則（平成17年今治市規則第63号）第５条の規定に基づき、次のとおり一般競

争入札を執行するので、同規則第６条第１項の規定により公告します。 

 

 

令和８年７月８日  

 

今治市長  徳 永 繁 樹  

 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

  今治城多聞櫓空調サービス提供業務  

(2) 業務の目的 

河野美術館移転に伴い、今治城多聞櫓において収蔵資料の適切な保存環境及び執務環境

を確保するため、空調設備の設置、熱（冷暖房）の供給及び保守管理を行う。  

(3) 業務内容 

  今治城多聞櫓における空調設備の設置、熱（冷暖房）の供給及び保守管理  

(4) 履行期間等 

ア 空調設備設置期間 

  契約締結日から令和９年３月31日まで 

ただし、受電設備の整備、トランスの納入、試運転調整その他熱（冷暖房）供給開始に

必要な準備の状況により、空調設備の設置期間の終期及び熱供給開始日を繰り上げ、又

は繰り下げる場合がある。この場合の空調設備の設置期間の終期及び熱供給開始日は、

発注者及び受注者が協議のうえ定めるものとする。 

イ 熱（冷暖房）供給期間 

  令和９年４月１日から令和22年３月31日まで（予定） 

ただし、受電設備、トランス納入、試運転調整その他熱供給開始に必要な準備の状況に

より、熱供給開始日を繰り上げ、又は繰り下げる場合がある。この場合の熱供給開始日

は、発注者及び受注者が協議のうえ定めるものとする。 

ウ 契約の有効期間 

 契約締結日から令和22年３月31日まで 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

当該入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。  

(1) 公告日から参加資格確認の予定日（確認通知書発行日）の間において、今治市建設工事

競争入札参加資格に関する要綱（平成17年今治市要綱第92号）または今治市物品調達等

競争入札参加資格に関する要綱（平成22年今治市要綱）の規定により入札参加資格者と

して認定されている者 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者  

(3) 公告日から落札決定の間において、今治市建設工事指名停止措置要綱（平成 17年今治市

要綱第18号）に基づく指名停止措置を受けている期間がない者  
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(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生

法（平成11年法律第225号）の規定により再生手続開始の申立てがなされていない者。た

だし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可

の決定を受けているものを除く。  

(5) 今治市暴力団排除条例（平成22年今治市条例第50号）第2条第1号から第3号までの規定

に該当しない者 

(6) この入札公告の日から過去5年に空調設備工事（仕様書に記載されている空調機器と同    

種設備の設置）の実績（実施中のものも含む。）を有する者  

(7) 本店、支店、営業所等所在地を四国内に有する者  

 

 

３ 担当部署 

 今治市総合政策部 

交流振興局 文化振興課 

〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 

TEL：0898－36－1608 

FAX：0898－24－2008 

E-MAIL：bunka@imabari-city.jp 

 

４ 日程等  

   

公告 令和８年７月８日（水） 

仕様書の配布期間 令和８年７月８日（水）～ 

         令和８年７月22日（水） 

質問受付期間 令和８年７月８日（水）～ 

    令和８年７月15日（水）17時15分必着 

質問への回答 令和８年７月21日（火） 

入札参加手続締切 令和８年７月22日（水）17時15分必着 

入 札 参 加 資 格 確 認 の 予 定 日

（確認通知書発行日） 

令和８年７月24日（金） 

入札書・入札辞退届提出期限  令和８年７月30日（木） 17時15分必着 

開札の日時 
令和８年７月31日（金） 10時00分から 

本案件は、【期間入札】です。  

入札に参加する場合は、上記の提出期限までに、入札書を担当課へ持参し、又は書留郵便

（一般書留若しくは簡易書留）により提出してください。  

なお、入札を辞退する場合は、上記の提出期限までに必着するよう、入札辞退届を担当課  

へ持参し、又は郵送により提出してください。  

開札日当日は入札できませんので、ご注意ください。  

 

５ 仕様書等の配布 

(1) 配布期間 
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    令和８年７月８日（水）から令和８年７月22日（水）17時15分までの土曜日、日 

  曜日及び祝日を除く毎日  

(2) 配布場所 

    今治市ホームページ 

  URL： https://www.city.imabari.ehime.jp/bunka/ 

(3) 配布方法 

  今治市ホームページ 

  前記（２）のホームページからダウンロードするものとします。  

 

６ 説明会 

  説明会は開催しないこととします。  

 

７ 質問及び回答 

(1) 質問 

  ア 提出期間 

令和８年７月８日（水）から令和８年７月15日（水）17時15分までの土曜日、日曜

日及び祝日を除く毎日。 

  イ 提出場所 

    前記「３ 担当部署」 

  ウ 提出方法 

    提出期間内に、質問書（別記様式第１号）を電子メールにより提出することとしま

す。 

    なお、口頭又は電話による質問は受け付けないこととします。  

(2) 回答 

令和８年７月21日（火）17時までに質問者全員に対する電子メール及び前記「３  担当

部署」の窓口での閲覧により回答することとします。  

 

８ 入札参加資格申請に関する事項  

  この入札に参加を希望する者は、下記のとおり一般競争入札参加資格確認申請書等を提

出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。  

(1) 提出書類 

  一般競争入札参加資格確認申請書（別記様式第２号） 

  空調設備設置工事等実績申告書（別記様式第３号） 

  空調設備工事の実績がわかる書類（契約書の写し等）  

(2) 入札参加資格確認書類の提出期限及び提出方法 

ア 提出期限 

「入札参加資格確認書類の提出期間」に掲げる期間  

イ 提出方法 

持参もしくは電子メールにより提出してください。  

(3) 入札参加資格の確認結果  

  「参加資格確認の予定日（確認通知書発行日）」に掲げる日に電子メールにより通知しま

す。 

https://www.city.imabari.ehime.jp/bunka/
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(4) 入札参加資格の喪失 

  入札参加資格の確認において、入札参加資格を認められた者であっても、入札日までに

「２ 入札に参加する者に必要な資格」に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場

合には、当該入札に参加できないものとします。  

 

９ 入札日 

(1) 開札の日時 

  令和８年７月３１日（金）10時00分から 

(2) 開札の場所 

  今治市役所入札室 

(3) 予定価格の公表 

  予定価格は、公表しません。  

(4) 入札書の提出方法 

 「期間入札」説明書をご確認のうえ入札に参加してください。  

(5) 入札方法等 

  ア 入札回数は２回とします。  

  イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相当

する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

の月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。  

 

10 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金については、今治市契約規則第10条第2号により免除します。 

(2) 契約保証金については、契約金額の月額に12を乗じて得た額の1/10以上とします。ただ

し、今治市契約規則第61条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付は免除

とします。 

 

11 入札の無効等 

  入札参加資格のない者がした入札並びに今治市契約規則に関する条件に違反した入  

  札は無効とします。 

 

12 落札者の決定方法 

(1) 入札者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とし

ます。 

(2) 落札となるべき入札をした者が２人以上あるときは、直ちにくじにより決定します。 

 

13 契約書作成の要否 

  要 

 

14 落札決定後の入札参加資格の喪失  

  落札者の決定後、契約の締結までの間において、当該落札者が「２  入札に参加する者

に必要な資格」に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合には、当該契約を締結



 

 

 

5 

しないことがあります。 

 

15 異議申立て 

  入札を行った者は、入札後、今治市契約規則、仕様書、現場等について不明を理由と  

  して異議を申し立てることはできません。 

 

16 その他 

(1) 本業務は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約として契約を締結する予    

定です。熱（冷暖房）供給期間は、令和９年４月１日から令和 22年３月31日までを予定   

します。 

(2) 公告に定めのない事項については、今治市契約規則等の規定によるものとします。   

 


